
県立施設千葉県袖ヶ浦福祉センター対応に関する主な経過について 
 

平成 26 年 2 月 10 日 
健康福祉部障害福祉課 

 
○ １１月２５日（月） 

利用者が養育園内で夕食後に呼吸困難となり救急搬送。２６日未明に搬送先医療 

機関で死亡（「敗血症による多臓器不全」と診断） 
○ 以後 

県による事業団からの聴取、事業団による内部調査、警察による捜査 
○ １２月１１日（水） 

  障害者総合支援法等に基づく立入検査実施（養育園第２寮（13 名）） 
⇒事業団役員及び養育園職員からの事情聴取における職員の自供又は証言により、

養育園第２寮の５人の職員が、死亡した利用者に対し、それぞれ暴行を行ってい

たことが確認されるとともに、当該５人の職員が、通常の支援の中で、亡くなっ

た利用者とは別に、利用者９名に対し、それぞれ暴行を行っていたことが確認され

た。 
○ １２月１８日（水）及び１９日（木） 

立入検査（養育園第３寮（17 人）及び第４寮（10 人）） 
○ １２月２５日（水）及び２６日（木） 

 立入検査（養育園第１寮（15 人）及びさくら荘（第５寮）（７人）） 

○ １２月２７日（金） 

 勧告及び行政処分（養育園に対する当座の措置） 

 ・勧告⇒虐待防止体制の整備（施設長が養育園の運営に関与しないことを含む  

[→１月１４日付で施設長解任]）、理事長等自ら支援現場に出向き利用者の

処遇について確認、サービス計画の変更や職員の配置換えを行う際の県と

の事前協議 

 ・行政処分⇒当分の間、新規利用者の受入れを停止 

○ １月８日（水）～１０日（金） 

立入検査（更生園第１（55 人）） 

○ １月１５日（水）～２３日（木） 

立入検査（更生園第２（66 人）） 

○ １月１７日（金） 

第三者検証委員会（第１回：検証項目及び今後の進め方） 

○ １月２４日（金） 

勧告（更生園に対する当座の措置） 

 ⇒個別研修等実効性のある虐待防止体制の整備、事故発生時の県への報告（条例・

協定書）の遵守、暴行を行った職員及び常務理事・養育園施設長等に対する厳正

な措置[→１月３０日付で常務理事兼センター長解任]、新規利用者受入れを行う

際の人員体制を含めた県との事前協議 

 

 

参考資料１ 



○ １月２７日（月）～３１日（金） 

立入検査（アドバンスながうら《自主事業》（55 人）） 

○ １月３１日（金） 

第三者検証委員会（第２回：検証事項の論点） 

○ １月３０日（木） 

県議会健康福祉常任委員会による現地調査 

○ ２月３日（月） 

勧告（アドバンスながうらに対する当座の措置） 

 ⇒外部チェック機能の強化を含めた虐待防止体制の整備、心理的虐待や不適切な支援

も含めた事故発生時の県・理事会等への報告の遵守、職員の配置換えの際の県との

事前協議、保護者への説明及び情報提供の充実 

○ 適宜 

立入検査 

○ ２月１０日（月） 

第三者検証委員会（第３回） 

 



千葉県袖ヶ浦福祉センター及び千葉県社会福祉事業団の運営状況（改定版）

○千葉県袖ヶ浦福祉センター資金収支決算
（単位：千円）

（旧制度）管理委託← → ← →第二期指定管理
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

収入計 4,333,846 3,207,936 1,506,118 1,530,077 1,535,934 1,564,239 1,677,871 1,681,936 1,458,108
 うち自立支援費・措置費等収入 529,688 463,024 407,040 393,789 365,466 381,344 485,569 699,211 655,212
　　うち措置費収入 ― ― ― ― ― ― ― 182,911 184,505
 うち管理委託料 3,712,506 2,681,601 1,025,577 1,038,513 1,055,143 1,067,929 1,048,993 767,641 759,561
　　うち措置費 221,092 220,966 232,919 232,919 232,919 232,919 232,919 ― ―
　　うち退職金・退職給与引当金 1,758,078 1,391,490 ― ― ― ― ― ― ―
　　うち管理運営業務分 1,733,336 1,069,145 792,658 805,594 822,224 835,010 816,074 767,641 759,561
支出計 4,329,743 2,273,700 1,499,405 1,525,426 1,518,730 1,530,558 1,587,371 1,636,828 1,409,750
　うち人件費 3,746,211 1,727,668 987,746 1,023,262 1,059,630 1,088,529 1,126,113 1,133,776 1,015,743
  支出に占める人件費の割合 86.5% 76.0% 65.9% 67.1% 69.8% 71.1% 70.9% 69.3% 72.1%
（注）・「自立支援費・措置費等収入」は、障害福祉サービスの利用に係る公費負担及び利用者本人負担の額である。
　　　・H16,17の委託料には、職員の退職金及び退職給与引当金相当額が含まれている。また、H16,17の収支から民間移譲分（ながうらワークホーム）を除いている。
　　　・H22までは障害児の措置費（公費で負担すべき額）を管理委託料に含んで支出していたが、H23以降は管理委託料から除き、別途の支払い
　　　　（他の民間事業者と同様、県が一旦受けて支払う）としている。H18～22の額は、指定管理者応募時に事業団が作成した収支計画による。

○千葉県社会福祉事業団職員数及び入所者数（各年4月1日現在） H25 H25
（単位：人） 常勤換算 法令上の

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 職員数※ 基準配置
職員数：A 290 247 216 236 260 263 279 306 334 334
　うち更生園及び養育園：B 170 158 147 158 163 169 178 197 196 194

第一期指定管理

参考資料２

　うち更生園及び養育園：B 170 158 147 158 163 169 178 197 196 194
    うち更生園：C 119 107 94 102 111 113 122 133 126 123 109.6 47.1
　　うち養育園：D 51 51 53 56 52 56 56 64 70 71 57.7 27
　うち正規職員数 263 148 127 132 137 156 173 182 209 222
　　うち更生園及び養育園 152 85 83 85 92 109 122 129 138 142
    　うち更生園 107 61 56 55 62 75 84 87 89 88
　　　うち養育園 45 24 27 30 30 34 38 42 49 54
　うち臨時職員数 27 99 89 104 123 107 106 124 125 112
　　うち更生園及び養育園 18 73 64 73 71 60 56 68 58 52
    　うち更生園 12 46 38 47 49 38 38 46 37 35
　　　うち養育園 6 27 26 26 22 22 18 22 21 17
職員数に占める正規職員の割合 90.7% 59.9% 58.8% 55.9% 52.7% 59.3% 62.0% 59.5% 62.6% 66.5%
　更生園及び養育園 89.4% 53.8% 56.5% 53.8% 56.4% 64.5% 68.5% 65.5% 70.4% 73.2%
　更生園 89.9% 57.0% 59.6% 53.9% 55.9% 66.4% 68.9% 65.4% 70.6% 71.5%
　養育園 88.2% 47.1% 50.9% 53.6% 57.7% 60.7% 67.9% 65.6% 70.0% 76.1%
入所者数（現員）計 282 220 200 194 191 186 185 178 165 169
　更生園入所定員 280 280 280 120 120 120 120 120 90 90
　更生園入所者数（現員） 210 143 120 116 112 107 103 100 93 90
　養育園入所定員 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
　養育園入所者数（現員） 72 77 80 78 79 79 82 78 72 79
入所者数／職員数（更生園） 1.76 1.34 1.28 1.14 1.01 0.95 0.84 0.75 0.74 0.73
入所者数／職員数（養育園） 1.41 1.51 1.51 1.39 1.52 1.41 1.46 1.22 1.03 1.11
（注）「臨時職員」は、契約職員（フルタイム勤務）とパートタイム職員の計。
※パートタイム職員を常勤換算しているため、C、Dとは一致しない。



○千葉県社会福祉事業団平均給与

１．事業団全体（自主事業分を含む） （単位：千円）
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

人件費のうち職員給与、非常勤職員
給与（年間）①

2,115,035 1,322,321 1,008,036 1,008,972 1,000,265 1,087,071 1,146,159 1,181,387 1,278,904 ―

①／A（職員一人当たり給与・非常
勤職員を含む単純平均）

7,293 5,354 4,667 4,275 3,847 4,133 4,108 3,861 3,829 ―

正規職員一人当たり給与（単純平均） 7,664 7,170 5,744 5,506 5,429 5,218 5,108 4,870 4,715 ―
非正規職員一人当たり給与（単純平
均）※

3,686 2,637 3,129 2,713 2,086 2,551 2,477 2,380 2,347 ―
※非常勤職員給与の額（嘱託医の報酬を含む）／非正規職員数（嘱託医の人数は含まない）

事業団平均給与月額（各年4月）※ 417,893円 333,490円 278,611円 264,275円 242,619円 246,856円 245,054円 229,735円 227,344円 243,641円
更生園平均給与月額（各年4月）※ 429,277円 329,981円 283,011円 274,765円 255,559円 253,770円 250,016円 238,496円 234,000円 246,911円
養育園平均給与月額（各年4月）※ 382,137円 304,647円 261,491円 253,429円 255,750円 243,536円 243,571円 233,016円 227,629円 242,634円
※賞与及び通勤手当は含まない。

正規職員平均年齢（年度当初） 43.0歳 41.2歳 40.4歳 40.0歳 40.3歳 38.2歳 37.8歳 37.6歳 36.1歳 35.6歳

２．袖ヶ浦福祉センター（更生園及び養育園※） （単位：千円）
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

人件費のうち職員給与、非常勤職員
給与（年間）②

1,247,769 799,550 666,265 672,595 685,640 720,502 756,516 774,904 755,293 ―

②／B（職員一人当たり給与・非常
勤職員を含む単純平均）

7,340 5,060 4,532 4,257 4,206 4,263 4,250 3,934 3,854 ―

正規職員一人当たり給与（単純平均） 7,752 7,173 5,751 5,684 5,646 5,312 5,076 4,774 4,608 ―
非正規職員一人当たり給与（単純平
均）

3,857 2,600 2,953 2,595 2,340 2,359 2,451 2,339 2,058 ―
※事務局、診療室及び福祉サポートちば（H18～22設置）を除く。

３．更生園 （単位：千円）３．更生園 （単位：千円）
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

人件費のうち職員給与、非常勤職員
給与（年間）③

913,332 547,804 441,262 443,202 453,267 494,649 522,526 522,655 488,815 ―

③／C（職員一人当たり給与・非常
勤職員を含む単純平均）

7,675 5,120 4,694 4,345 4,083 4,377 4,283 3,930 3,879 ―

正規職員一人当たり給与（単純平均） 8,153 7,104 5,741 5,721 5,500 5,387 5,111 4,844 4,657 ―
非正規職員一人当たり給与（単純平
均）

3,414 2,488 3,152 2,735 2,291 2,385 2,452 2,201 2,010 ―

４．養育園 （単位：千円）
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

人件費のうち職員給与、非常勤職員
給与（年間）④

334,437 251,746 225,002 229,393 232,373 225,852 233,990 252,249 266,479 ―

④／D（職員一人当たり給与・非常
勤職員を含む単純平均）

6,558 4,936 4,245 4,096 4,469 4,033 4,178 3,941 3,807 ―

正規職員一人当たり給与（単純平均） 6,799 7,349 5,771 5,616 5,949 5,145 4,998 4,630 4,520 ―
非正規職員一人当たり給与（単純平
均）

4,743 2,791 2,661 2,343 2,450 2,315 2,448 2,626 2,143 ―

（参考１）平成23年度障害福祉サービス等経営実態調査結果（厚生労働省）から　生活指導員・生活支援員の一人当たり給与（年額）（平成22年度）
障害者支援施設 常勤 3,695

非常勤 2,047
障害児施設等 常勤 3,645
（入所施設） 非常勤 2,072

（参考２）平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果（厚生労働省）から　生活支援員の平均給与月額（基本給＋手当＋一時金（4～9月支給金額の1/6））
（平成23年9月、24年9月） 常勤 a 294248円 303029円 （平均年齢38.3歳）

a×12 3,531 3,636
非常勤 b 148833円 151622円
b×12 1,786 1,819b×12 1,786 1,819
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更生園における地域移行者の移行先別人数

移　　　　行　　　　先 計
（死亡退所含めず）自宅 ＧＨ ＣＨ 生活Ｈ 他施設 老人施設等

平成25年3月31日

参考資料５
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養育園における利用者の退所後別人数
平成25年3月31日

年度

移　　　　行　　　　先 計
（死亡退所含めず）自宅 ＧＨ ＣＨ 生活Ｈ 他施設

参考資料６



 

入 所 施 設 

新規事業でケアホームを創設し、症状

が改善した強度行動障害者が退所する

ので新たな受入れが可能になる。 

入 所 施 設 

強度行動障害者の支援が可能な施設で

は、既に多くの重度の障害者を抱えて

おり、これ以上の受入れは困難。 強度行動障害者 

強度行動障害者 

強度行動障害のある方への支援体制構築事業 

予算額 （債務負担行為設定 34,000千円）（25～27年度） 

 

１ 事業の目的・概要 

強度行動障害（注 1）のある方が地域で生活できるように、障害特性に応じた、

構造の工夫をしたケアホームの整備費用とそのホームで生活する方を支援する 

生活支援員を配置するための費用を一体的に助成し、強度行動障害のある方への

支援方法を検証します。 

 

２ 事業内容 

[事業期間] 平成２５年度から２７年度まで 

[事業実施法人] （福）菜の花会（２４年度に公募により選定） 

 

（１）ケアホーム整備補助 （債務負担行為設定 25 百万円） 

[補助対象経費]強度行動障害のある方が居住するケアホームを創設するための経費 

 [補助対象者] 強度行動障害者を受け入れている施設を既に運営している社会福祉法人 

[負担割合]  国 1/2、県 1/4、設置者 1/4 

 

 

（２）生活支援員配置補助 （債務負担行為設定 9 百万円） 

 [補助対象経費] 強度行動障害のある方が居住するケアホームの運営に係る加算措置  

として、生活支援員を配置するための経費 

 [補助対象]  市町村 

[負担割合]  県 1/2、市町村 1/2 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

（注１） 自傷や他傷、激しいこだわりや器物破損、睡眠の大きな乱れ、拒食、異食等の食事問題や排泄面の問題等極めて特異
な行動を頻繁に示し、生命維持にも危険を及ぼすような行動上の問題を指します。 

× 

整備費の補助 

通常のケアホーム 

障害特性に応じた特別な
構造や手厚い人的支援が
無ければ受入れは困難。 × 

入所が困難 

入所待機者の増加 

現在 
地域移行が困難 

事業実施 

入所待機者の減少 

強度行動障害者用 

ケアホーム(注 2) 

退所者があれば 
施設入所可能に 行動障害の緩和 

地 域 移 行 

人件費相当の補助 

(注 2)強度行動障害者の特性に適した構造の工夫（壁や窓等の材質、トイレ、風呂等の複数配置等）や、熟練した支援員によるケア機能
を有するケアホーム。 
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強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業 

予算額 5,358千円（26年度） 

 

 

１ 事業の目的・概要 

強度行動障害※のある方への支援を適切に行うために、強度行動障害に関する専門的

知識を有する人材を確保するとともに、施設支援員に対して、強度行動障害についての

理解を深め、また、専門性を高めるための研修等を実施することが必要です。 

このため、強度行動障害のある方の地域移行の推進・受入先の整備を図るためにも、

民間施設で支援に携わる職員を対象とした体系的な研修を実施します。 

 

 

 

２ 事業内容 

（１）受講者 

県内の民間障害者支援施設（原則として入所施設）の支援員１６名。 

   （１６箇所の障害保健福祉圏域ごとに１名を想定。⇒各圏域における中核的な人材

の養成を目指します。） 

 
（２）研修内容等 

受講者は、座学を年間２０日間受講し、別途、勤務先施設において専門性の高い  

講師による実地指導を年間８日間受講。 
≪研修の主な内容（予定）≫ 

① 基礎研修（行動障害に関する基本的な知識の講義）     
② 臨床実習（支援現場での巡回指導、ミーティング） 
③ 事例検討 
・事例検討による特性の理解          
・仮説と支援立案のトレーニング 
・データミーティング、レポートの作成 

④ 他県の先行事例についての講習 
⑤ 公開発表会（研修を終えた受講者の意見交換会）  

 

 

 

３ 実施方法 

強度行動障害のある方への支援のノウハウや実績を有する団体に委託して実施します。 

 

※強度行動障害 
自傷や他傷、激しいこだわりや器物破損、睡眠の大きな乱れ、拒食、異食等の食事問題や排泄面の

問題等極めて特異な行動を頻繁に示し、生命維持にも危険を及ぼすような行動上の問題を指します。 

≪研修修了者の役割≫ 
研修修了者は、習得した知識

や支援のノウハウを、勤務先

施設や各圏域に周知する。 

≪期待される効果 ≫ 
県内の入所施設における強度行動障害の

ある方への支援のレベルが向上すると 

ともに、支援のすそ野が広がる。 

参考資料８ 



障害者虐待防止対策支援事業 

予算額 20,000 千円（26 年度） 

                   参考：25 年度予算 13,566 千円（＋6,434 千円） 

１ 事業の目的・概要 

障害者虐待防止法に基づく虐待事案への適切な対応を図るとともに、障害者虐待の発生を

防止するための施策を展開する。 

２ 事業内容（新規・拡充分） 

（１）障害者虐待防止・権利擁護研修の実施【拡充】 

障害者虐待の防止に関する基礎知識の習得、障害者の権利擁護に関する意識啓発、市町

村職員や障害者福祉施設従事者等の専門性の強化を図るための研修を実施する。 

［拡充内容］ 

  ① 研修のスキーム変更 

   合同で開催していた施設等の管理者と従事者の研修を分割し、管理者研修では施設等

のガバナンスや職員のメンタルヘルス、従事者研修では具体的な支援技術等、それぞれ

の立場により即した、実効性のある内容の研修とする。 

現在  変更後 

共通研修（基礎研修） 直営  共通研修（基礎研修） 直営 

個
別
研
修(

実
践
研
修) 

市町村職員研修 直営  市町村職員研修 直営 

施設等管理者・従事者研修 委託  施設等管理者研修 委託 

   施設等従事者研修 委託 

相談支援事業所等研修 委託  相談支援事業所等研修 委託 

居宅介護事業所等研修 委託  居宅介護事業所等研修 委託 

  ②開催回数の増加 

   各カテゴリーの研修開催回数を増やし、日程や開催地を分散することで、より多くの

関係者が参加しやすい環境を整える。 

（２）虐待防止アドバイザーの派遣【拡充】 

   障害者福祉施設・事業所、市町村等に県から障害者虐待防止アドバイザーを派遣し、

障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応等に係る取組みを支援する。 

［拡充内容］ 

   県の研修に参加していない法人等に対し、講師役としての利用の働きかけを行ない、

派遣数の増加を目指す。 

（３）有識者等との連携による事例検討会の設置【新規】 

虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援に資するため、有識者

等による障害者虐待の事例検討を行うチームを設置して、県内の虐待事例について分

析・評価を行い、市町村や障害者福祉施設・事業所、関係団体等に情報提供する。 

（４）虐待防止のための広報・周知の充実【拡充】 

［拡充内容］ 

障害者虐待防止法の趣旨や、障害者虐待の通報義務等について施設従事者等への周知

啓発を図るため、リーフレットを県内施設・事業所等へ配布する。 

参考資料９ 


